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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定量の電力をガス放電ランプに供給するためのデバイスであって、
　電力対電圧グラフに応じて電力を供給するための供給回路を制御するための制御回路を
有し、
　前記電力対電圧グラフは、第１の電力量を供給するための第１の状態を規定し、
　前記電力対電圧グラフは、第２の電力量を供給するための第２の状態を規定し、
　前記第１の状態は、電圧信号の境界電圧値で終了し、前記第２の状態は、前記境界電圧
値で開始し、
　前記制御回路は、前記ガス放電ランプの低温始動からの予め規定された時間間隔の後に
測定された、前記電圧信号の測定された電圧値の関数として前記境界電圧値を計算するた
めの計算部を有し、
　前記予め規定された時間間隔は、前記低温始動の後で前記ガス放電ランプが安定状態に
達するまでに必要な時間間隔よりも短い、
　デバイス。
【請求項２】
　前記計算部は、前記電圧信号の最小電圧値の関数として、及び、前記電圧信号の定常状
態電圧値の関数として、前記境界電圧値を計算するように構成される、請求項１に記載の
デバイス。
【請求項３】
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　前記電圧信号の前記測定された電圧値の関数が第１の重み付け因子を有し、前記電圧信
号の前記最小電圧値の関数が第２の重み付け因子を有し、前記電圧信号の前記定常状態電
圧値の関数が第３の重み付け因子を有し、これらの重み付け因子の合計が予め規定された
値に等しくなる、請求項２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記第１の電力量は、前記第１の状態の第１の部分の間において増加していく電力量を
有する一方で前記ガス放電ランプに最大電流を供給し、
　前記第１の電力量は、前記第１の状態の第２の部分の間において最大の電力量を有し、
　前記第２の電力量は、前記電圧信号の前記定常状態電圧値に達するまで減少していく電
力量を有する、請求項２に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記電力対電圧グラフは、第３の電力量を供給するための第３の状態を規定し、前記第
３の状態は、前記電圧信号の前記定常状態電圧値で開始し、前記第３の電力量は、安定し
た電力量を有する、請求項２に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記制御回路は、前記電圧信号の前記測定された電圧値を格納するためのメモリを有し
、前記メモリ内に格納された前記測定された電圧値を更新するためのプロセッサを有する
、請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記制御回路が、前記電圧信号の前記測定された電圧値、並びに、前記電圧信号の前記
最小電圧値、及び、前記電圧信号の前記定常状態電圧値を格納するためのメモリを有し、
前記メモリに格納されたこれらの電圧値を更新するためのプロセッサを有する、請求項２
に記載のデバイス。
【請求項８】
　当該デバイスは、前記ガス放電ランプ用の電気安定器である、請求項１に記載のデバイ
ス。
【請求項９】
　請求項１に記載のデバイスを有するシステムであって、
　前記供給回路を有し、及び／又は、前記ガス放電ランプを有する、システム。
【請求項１０】
　所定量の電力をガス放電ランプに供給するための方法であって、
　当該方法は、電力対電圧グラフに応じて電力の供給を制御するステップを有し、前記電
力対電圧グラフは、第１の電力量を供給するための第１の状態を規定し、前記電力対電圧
グラフは、第２の電力量を供給するための第２の状態を規定し、前記第１の状態は、電圧
信号の境界電圧値で終了し、前記第２の状態は、前記境界電圧値で開始し、
　前記制御するステップは、前記ガス放電ランプの低温始動からの予め規定された時間間
隔の後に測定された、前記電圧信号の測定された電圧値の関数として前記境界電圧値を計
算するサブステップを有するステップであり、
　前記予め規定された時間間隔は、前記低温始動の後で前記ガス放電ランプが安定状態に
達するまでに必要な時間間隔よりも短い、制御するステップ、
　を有する、方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法のステップを実行するためのコンピュータプログラムプロダク
ト。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のコンピュータプログラムプロダクトを格納し有する、媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定量の電力をガス放電ランプに供給するためのデバイスに関する。また、
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本発明は、デバイスを有するシステム、方法、コンピュータプログラムプロダクト及び媒
体に関する。
【０００２】
　斯様なデバイスの例は電気安定器であり、斯様なシステムの例は電源、及び／又は、ガ
ス放電ランプを有するライトである。コンピュータプログラムプロダクトは、コンピュー
タ、マイクロコントローラ、並びに、アナログ及び／又はデジタル制御回路等において用
いられ得る。結果的に、本デバイスは、任意の種類の制御デバイスである。
【背景技術】
【０００３】
　米国特許出願公開第２００５／００８８１１４号明細書は、放電ランプ照明デバイスを
開示している。放電バルブ安定器は、放電バルブをオンに切り替えた後にバルブ電圧が上
昇し始めるターニングポイントを検出するためのターニングポイント検出ユニットを含む
制御回路を有する。放電バルブをオンに切り替えた直後に、電力制御ユニットは、放電バ
ルブが第１の電力を供給される態様で制御を実行する。ターニングポイント検出ユニット
が、放電バルブの電圧がターニングポイントを超えたことを検出したときには、電力制御
ユニットは、第１の電力よりも少ない第２の電力を放電バルブに供給する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、改良されたデバイスを提供することにある。本発明の他の目的は、改
良されたデバイスを有するシステムを提供すること、並びに、改良された方法、コンピュ
ータプログラムプロダクト及び媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の態様によれば、所定量の電力をガス放電ランプに供給するためのデバイ
スであって、電力対電圧グラフに応じて電力を供給するための供給回路を制御するための
制御回路を有し、前記電力対電圧グラフは、第１の電力量を供給するための第１の状態を
規定し、前記電力対電圧グラフは、第２の電力量を供給するための第２の状態を規定し、
前記第１の状態は、電圧信号の境界電圧値で終了し、前記第２の状態は、前記境界電圧値
で開始し、前記制御回路は、前記ガス放電ランプの低温始動からの予め規定された時間間
隔の後に測定された、前記電圧信号の測定された電圧値の関数として前記境界電圧値を計
算するための計算部を有する、デバイスが提供される。
【０００６】
　デバイスは、例えば、電流信号をガス放電ランプに供給する。結果的に、ガス放電ラン
プ間の電圧信号が存在するだろう。これらの電流及び電圧信号の組み合わせは、ガス放電
ランプに供給された所定量の電力を規定する。本デバイスは、電力対電圧グラフに応じて
電力を供給するための供給回路を制御するための制御回路を有する。この電力対電圧グラ
フは、第１の電力量を供給するための第１の状態を規定する。この電力対電圧グラフは、
第２の電力量を供給するための第２の状態を規定する。これら第１及び第２の状態の間の
境界は、ターニングポイント電圧値としても知られる、ガス放電ランプ間に存在する電圧
信号の境界電圧値に位置する。制御回路は、予め規定された時間間隔が経過した後に測定
された、電圧信号の測定された電圧値の関数として境界電圧値を計算する計算部を有する
。この予め規定された時間間隔は、ガス放電ランプの低温始動で開始される。
【０００７】
　米国特許出願公開第２００５／００８８１１４号明細書の図７において、電圧信号の最
小値が検出されている。そして、ターニングポイント電圧値を見出すために、予め規定さ
れた電圧値がこの最小値に追加される。これは、ターニングポイント電圧値を見出すため
の比較的不正確な手法である。特定の種類のランプに関して、最小値は、例えばランプの
低温始動後１秒で現れる。最小値自体及びその出現時点は、始動時のランプ温度及びラン
プ寿命のような多くの環境に依存し得る。本発明によれば、例えば特定の種類のランプに
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関しては、ガス放電ランプの低温始動後の５，６若しくは７秒のような、又は、例えばよ
り一般的な種類のランプに関しては、２～１０秒の間の任意の時間値のような、時間的に
固定された時点で電圧信号の電圧値を測定し、この測定された電圧値の関数として境界電
圧値を計算することにより、境界電圧値を見出すためのより正確な手法が実現される。結
果的に、改良されたデバイスが生成される。
【０００８】
　他の利点は、より正確な境界電圧値がより高い精度をもたらし、定常状態に達するため
に必要とされる時間を少なくすることである。
【０００９】
　ガス放電ランプ間に存在する電圧信号の電圧値を測定する代わりに、ガス放電ランプ間
に存在する電圧信号から導出された他の電圧信号の電圧値が測定されてもよい。前記導出
は、例えば除算器で行われ得る。前記関数は、この導出を考慮してもよく、及び／又は、
この導出に基づいてもよい。前記計算は、ハードウェア及び／又はソフトウェアにおける
任意の種類のアナログ及び／又はデジタルマシンであり得る。
【００１０】
　一実施形態によれば、本デバイスは、前記計算部が、前記電圧信号の最小電圧値の関数
として、及び、前記電圧信号の定常状態電圧値の関数として、前記境界電圧値を計算する
ように構成されることにより規定される。前記測定された電圧値の関数、並びに、前記最
小電圧値及び前記定常電圧値の関数として前記境界電圧値を計算することにより、３つの
関数が組み合わせられるという事実のため、更に正確な境界電圧値が決定されるだろう。
【００１１】
　代わりに、電圧信号の最小電圧値の関数、及び、電圧信号の定常状態電圧値の関数のう
ち一方だけが、電圧信号の測定された電圧値の関数と組み合わせられてもよい。好ましく
は、各関数はtype f(x) = px + q（p及びqは関数毎に選択される）である。換言すれば、
各関数f(x)は、px + q（p及びqは関数毎に選択される）という表現を有し得る。
【００１２】
　更に代わりに、境界電圧値は、電圧信号の１よりも多い最小電圧値の関数として計算さ
れてもよい。電圧信号の２又はそれ以上の最小電圧値は、例えばランプの２又はそれ以上
の異なる始動温度のような、２又はそれ以上の異なる状況に対して起こり得る。電圧信号
の各最小電圧値は、特定の時間間隔における最小値であるに過ぎず、従って、電圧信号は
、異なる時間間隔における異なる最小値を有し得る。
【００１３】
　一実施形態によれば、本デバイスは、前記電圧信号の前記測定された電圧値の関数が第
１の重み付け因子を有し、前記電圧信号の前記最小電圧値の関数が第２の重み付け因子を
有し、前記電圧信号の前記定常状態電圧値の関数が第３の重み付け因子を有し、これらの
重み付け因子の合計が、予め規定された値に等しくなることにより規定される。この手法
において、最も正確な境界電圧値が決定され得る。
【００１４】
　前記境界電圧値が前記電圧信号の１よりも多い最小電圧値の関数として計算される場合
において、１よりも多い重み付け因子が、例えば最小電圧値毎の一つの重み付け因子のよ
うに用いられるために必要とされ得る。
【００１５】
　一実施形態によれば、本デバイスは、前記第１の電力量が、前記第１の状態の第１の部
分の間において増加していく電力量を有する一方で前記ガス放電に最大電流を供給し、前
記第１の電力量が、前記第１の状態の第２の部分の間において最大の電力量を有し、前記
第２の電力量が、前記電圧信号の前記定常状態電圧値に達するまで減少していく電力量を
有することにより規定される。増加していく電力量は、最大電流と組み合わせて前記電圧
信号の電圧値を増加させることに起因する。最大の電力量は、減少していく電流と組み合
わせて前記電圧信号の電圧値を増加させることに起因する。減少していく電力量は、更に
減少していく電流と組み合わせて前記電圧信号の電圧値を増加させることに起因する。
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【００１６】
　一実施形態によれば、本デバイスは、前記電力対電圧グラフが、第３の電力量を供給す
るための第３の状態を規定し、前記第３の状態が、前記電圧信号の前記定常状態電圧値で
開始し、前記第３の電力量が、安定した電力量を有することにより規定される。安定した
電力量は、例えば毎秒１％よりも少なく、好ましくは毎秒０．１％よりも少なく変化する
量である。
【００１７】
　一実施形態によれば、本デバイスは、前記制御回路が、前記電圧信号の前記測定された
電圧値を格納するためのメモリを有し、前記メモリ内に格納された前記測定された電圧値
を更新するためのプロセッサを有することにより規定される。ガス放電ランプの始動後に
、格納され測定された値が、境界電圧値を計算するために用いられ、より新しい測定され
た値が、格納され測定された値を更新するために用いられる。
【００１８】
　一実施形態によれば、本デバイスは、前記制御回路が、前記電圧信号の前記測定された
電圧値、並びに、前記電圧信号の前記最小電圧値、及び、前記電圧信号の前記定常状態電
圧値を格納するためのメモリを有し、前記メモリに格納されたこれらの電圧値を更新する
ためのプロセッサを有することにより規定される。ガス放電ランプの始動後、格納された
値が、境界電圧値を計算するために用いられ、より新しい値が、格納された値を更新する
ために用いられる。
【００１９】
　一実施形態によれば、本デバイスは、本デバイスが前記ガス放電ランプ用の電気安定器
であることにより規定される。
【００２０】
　本発明の第２の態様によれば、本デバイスを有するシステムであって、前記供給回路（
この場合においては本システムが電源である）を有し、及び／又は、前記ガス放電ランプ
を有する（この場合においては本システムがライトである）、システムが提供される。電
源及びライトの組み合わせが除外されるべきものではない。
【００２１】
　本発明の第３の態様によれば、所定量の電力をガス放電ランプに供給するための方法で
あって、当該方法は、電力対電圧グラフに応じて電力の供給を制御するステップを有し、
前記電力対電圧グラフは、第１の電力量を供給するための第１の状態を規定し、前記電力
対電圧グラフは、第２の電力量を供給するための第２の状態を規定し、前記第１の状態は
、電圧信号の境界電圧値で終了し、前記第２の状態は、前記境界電圧値で開始し、当該方
法は、前記ガス放電ランプの低温始動からの予め規定された時間間隔の後に測定された、
前記電圧信号の測定された電圧値の関数として前記境界電圧値を計算するサブステップを
有する、制御するステップを有する、方法が提供される。
【００２２】
　本発明の第４の態様によれば、本方法のステップを実行するためのコンピュータプログ
ラムプロダクトが提供される。
【００２３】
　本方法の第５の態様によれば、本コンピュータプログラムプロダクトを格納し有する、
媒体が提供される。
【００２４】
　本システムの実施形態及び本方法の実施形態は、本デバイスの実施形態に対応する。
【００２５】
　見識は、ガス放電ランプの電力対電圧グラフに関して、境界電圧値が、電圧信号の比較
的安定した電圧値に依存すべきであることである。
【００２６】
　基本的な考えは、ガス放電ランプの電力対電圧グラフに関して、境界電圧値が、低温始
動からの予め決められた時間間隔の後に測定された電圧信号の測定された電圧値の関数と



(6) JP 6017787 B2 2016.11.2

10

20

30

40

50

して計算されることである。
【００２７】
　改良されたデバイスを提供するという課題が解決される。
【００２８】
　他の利点は、より正確な境界電圧値がより高い精度をもたらし、定常状態に達するため
に必要とされる時間を少なくすることである。
【００２９】
　本発明のこれら及び他の態様は、後述される実施形態から明らかになり、これらの実施
形態を参照して説明されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】電力対電圧グラフを示す。
【図２】デバイスを有するシステムを示す。
【図３】制御回路を示す。
【図４】電力を規定するアルゴリズムを示す。
【図５】時間電圧の関数としての境界電圧を示す。
【図６】図５の時間の関数としての電圧を示す。
【図７】最小電圧の関数としての境界電圧を示す。
【図８】図７の時間の関数としての電圧を示す。
【図９】定常状態電圧の関数としての境界電圧を示す。
【図１０】図９の時間の関数としての電圧を示す。
【図１１】測定された境界電圧対計算された境界電圧を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図１において、ガス放電ランプの電力対電圧グラフ１０が示されている。電力対電圧グ
ラフ１０は、第１の電力量を供給するための第１の状態１１を規定する。電力対電圧グラ
フ１０は、第２の電力量を供給するための第２の状態１２を規定する。第１の状態１１は
、電圧信号の境界電圧値Ubで終了し、第２の状態１２は、境界電圧値Ubで開始する。第１
の電力量は、第１の状態１１の第１の部分の間において増大していく電力量を有する一方
で、最大電流Imaxをガス放電ランプに供給する。第１の電力量は、第１の状態１１の第２
の部分の間において最大電力量Pmaxを有する。第２の電力量は、電圧信号の定常状態電圧
値Uststに達するまで減少していく電力量を有する。電力対電圧グラフ１０は、第３の電
力量を供給するための第３の状態１３を規定する。第３の状態１３は、定常状態電圧値Us
tstで開始する。第３の電力量は、安定した電力量を有する。
【００３２】
　図２において、デバイス１を有するシステム６が示されている。システム６は、図１に
示された電力対電圧グラフ１０に応じて所定量の電力を供給するための供給回路４に接続
されたガス放電ランプ２を更に有する。それに加えて、供給回路４は、例えば電流信号を
ガス放電ランプ２に供給し、この電流信号は、ガス放電ランプ２間の電圧信号をもたらす
。これら電流及び電圧信号の組み合わせが所定の電力量を規定する。供給回路４は、例え
ば、主電源を整流するための整流器５に接続される。代わりに、バッテリが用いられても
よい。デバイス１は、（供給回路４と並列に）ガス放電ランプ２に接続され、例えば（供
給回路４と並列に）整流器５に接続された制御回路３を有する。制御回路３の制御出力は
、供給回路４の制御入力に接続される。ガス放電ランプ２と供給回路４との間に、ガス放
電ランプ２内／近くに、又は、供給回路４内／近くに、点火回路が存在してもよい（図示
省略）。
【００３３】
　図３において、制御回路３がより詳細に示されている。制御回路３は、ガス放電ランプ
２の低温始動からの予め決められた時間間隔後に測定された電圧信号の測定された電圧値
UTの関数として境界電圧値Ubを計算するための計算部３０を有する。オプションによれば
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、計算部３０は、電圧信号の最小電圧値Uminの関数として、及び、電圧信号の定常状態電
圧値Uststの関数として、境界電圧値Ubを更に計算し得る。他のオプションによれば、電
圧信号の測定された電圧値UTの関数が第１の重み付け因子Aを有し、電圧信号の最小電圧
値Uminの関数が第２の重み付け因子Bを有し、電圧信号の定常状態電圧値Uststの関数が第
３の重み付け因子Cを有し、これらの重み付け因子の合計が、予め決められた値に等しく
なる（A＋B＋C＝D，Dは、他の予め決められた値を除外することなく、例えば１に等しい
。）。
【００３４】
　計算部３０の出力は、制御回路３の制御出力を構成し、計算部３０の入力は、例えばプ
ロセッサ３２に接続される。プロセッサ３２は、メモリ３１に接続され、例えば、電圧決
定回路３３及び給電回路３４に接続される。給電回路３４は、例えば、計算部３０、メモ
リ３１、プロセッサ３２及び電圧決定回路３３に給電する。電圧決定回路３３は、例えば
プロセッサ３２からの指示に応答してガス放電ランプ２の低温始動からの予め決められた
時間間隔の後に電圧値を測定することにより、電圧信号の測定された電圧値UTを決定する
。電圧決定回路３３は、例えば測定された電圧値を互いに比較することにより例えば電圧
信号の最小電圧値Umin及び電圧信号の定常状態電圧値Uststを見出すために、例えばこれ
らの電圧値を測定し、測定された電圧値をプロセッサ３２に供給することにより、電圧信
号の他の電圧値を更に決定してもよい。それに加えて、プロセッサ３２が、アナログコン
パレータ又は比較機能を有してもよく、代わりに、このアナログコンパレータ又は比較機
能が、電圧決定回路３３等の内部に配置されてもよい。代わりに、電圧決定回路３３が、
アナログデジタルコンバータを有し、プロセッサ３２が、デジタルコンパレータ又は比較
機能を有してもよく、代わりに、このデジタルコンパレータ又は比較機能が、電圧決定回
路３３等の内部に配置されてもよい。計算部３０は、プロセッサ３２の部分を形成しても
よく、この逆であってもよい。
【００３５】
　メモリ３１は、電圧信号の測定された電圧値UTを格納し、プロセッサ３２は、メモリ３
１に格納された測定された電圧値UTを更新する。メモリ３１は、電圧信号の最小電圧値Um
in及び電圧信号の定常状態電圧値Uststを更に格納し、プロセッサ３２は、メモリ３１に
格納されたこれらの電圧値を更に更新してもよい。ガス放電ランプ２の始動後、１又はそ
れ以上の格納された値が境界電圧値Ubを計算するために用いられてもよく、及び、１又は
それ以上の最新の値がこれらの格納された値を更新するために用いられてもよい。
【００３６】
　ユニット３０～３３は、ハードウェアユニット及び／又はソフトウェアユニットであっ
てもよく、コンピュータ若しくはマイクロコンピュータ又はアナログ及び／若しくはデジ
タル制御回路等の部分を形成してもよい。
【００３７】
　図４において、電力を規定するアルゴリズムが示されている。ブロック４０では、測定
された電圧値Uが提示される。ブロック４１では、（計算された）境界電圧値Ubが示され
る。ブロック４２では、（測定された）定常状態電圧値Uststが示される。ブロック４３
及び４４では、これらの差分が決定され、ブロック４５では、ブロック４５の出力で正規
化された電圧値Unormが利用可能になるように除算が行われる（Unorm＝（U－Ustst）／（
Ub－Ustst））。電圧を正規化するための他の手法が除外されるべきではない。この正規
化された電圧値Unormは、例えば多項式15x3＋13x2＋7x＋35又は任意の他の種類の多項式
を計算するブロック４６に与えられる。ブロック４７及び４８では、最大電力Pmax及び最
小電力Pminが規定され、ブロック４９では、ブロック４６，４７及び４８からの情報が、
ブロック５０で規定された出力電力に変換され、ガス放電ランプ２に供給される。これに
より、一実施形態によれば、計算された多項式が最大電力Pmaxと最小電力Pminとの間の値
をもつ限り、この値が与えられ、前記値が最大電力Pmaxよりも大きい場合には、この最大
電力Pmaxが与えられ、前記値が最小電力Pminよりも小さい場合には、この最小電力Pminが
与えられる。
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【００３８】
　図５において、測定された電圧UT(V)の関数として境界電圧Ub(V)が示される。電圧信号
の測定された電圧値UTは、ガス放電ランプ２の低温始動からの予め決められた時間間隔後
に測定される。図６は、図５の時間t(s)の関数としての電圧U(V)を示している。明らかに
、UTを測定した後に、Ubが計算され得る。
【００３９】
　図７において、最小電圧Umin(V)の関数として境界電圧Ub(V)が示されている。図８は、
図７の時間t(s)の関数としての電圧U(V)を示している。明らかに、Uminを決定した後に、
Ubが計算され得る。
【００４０】
　図９において、定常状態電圧Ustst(V)の関数として境界電圧Ub(V)が示されている。図
１０は、図９の時間t(s)の関数としての電圧U(V)を示している。明らかに、Uststを決定
した後に、Ubが計算され得る。
【００４１】
　図１１において、測定された境界電圧Ub,m(V)対計算された境界電圧Ub,c(V)が示されて
いる。
【００４２】
　とり得るアルゴリズムは以下のとおりである。特定の種類のガス放電ランプ２に関して
は例えば５，６又は７、例えばより一般的な種類のランプに関しては２～１０秒の任意の
時間値のような予め規定された時間間隔Tの後、電圧信号の電圧値UTが測定される。電圧
信号のこの測定された電圧値UTは、メモリ３１に格納された前の電圧値UTと比較される。
第１の比較結果（非低温始動）に応答して、メモリ３１に格納された前の電圧値UTは、電
圧信号の測定された電圧値UTと置き換えられる。異なる第２の比較結果（低温始動）に応
答して、メモリ３１に格納された前の電圧値UTは、例えば電圧信号の測定された電圧値UT
及び例えば２０のような１又はそれ以上の前に格納された電圧値UTに依存して新たな電圧
値UTと置き換えられる。
【００４３】
　特定の種類のガス放電ランプ２に関して例えば１２０秒のような他の予め規定された時
間間隔の後、電圧信号の定常状態電圧値Uststが測定される。電圧信号のこの定常状態電
圧値Uststは、メモリ３１に格納された前の定常状態電圧値Uststと比較される。第１の比
較結果に応答して、メモリ３１に格納された前の定常状態電圧値Uststは、電圧信号の測
定された定常状態電圧値Uststと置き換えられる。異なる第２の比較結果に応答して、メ
モリ３１に格納された前の定常状態電圧値Uststは、例えば電圧信号の測定された定常状
態電圧値Ustst及び１又はそれ以上の前に格納された定常状態電圧値Uststに依存して新た
な定常状態電圧値Uststと置き換えられる。更新された電圧値により、新たな境界電圧値U

bが計算され、新たな境界電圧値Ub及び新たな定常状態電圧値Uststが、供給されるべき電
力の量等の次の計算のために用いられ得る。
【００４４】
　勿論、加えて、電圧値UT及びUststのうち一方を測定／決定した後に、測定／決定結果
が、（計算された）他のものを更新するために用いられてもよい。
【００４５】
　既存の特定のガス放電ランプ２の低温始動後に、UT及びUststが計算されてもよい。既
存の特定のガス放電ランプ２の非低温始動後に、UTがそのまま維持されてもよく、Ustst
が更新されてもよい。新規な特定のガス放電ランプ２の低温始動後に、UT及びUststが決
定される。新規な特定のガス放電ランプ２の非低温始動後に、UTがそのまま維持されても
よく、Uststが更新されてもよい。
【００４６】
　要約すると、所定量の電力をガス放電ランプ２に供給するためのデバイス１は、電力対
電圧グラフ１０に応じて電力を供給するための供給回路４を制御するための制御回路３を
有する。計算部３０は、ガス放電ランプ２の低温始動からの予め規定された時間間隔後に
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測定された、電圧信号の測定された電圧値の関数として境界電圧値を計算する。より正確
な境界電圧値は、より高い精度をもたらし、定常状態に達するために必要とされる時間を
少なくする。計算部３０は、電圧信号の最小電圧値の関数及び電圧信号の定常状態電圧値
の関数として境界電圧値を計算するように構成されてもよい。メモリ３１は、電圧信号の
電圧値を格納し、プロセッサ３２は、これらの電圧値を更新し得る。
【００４７】
　本発明は、図面及び前述した説明において詳細に示され述べられた一方で、斯様な図示
及び説明は、例示又は単なる例であると見なされ、限定的と見なされるべきではない。即
ち、本発明は、開示された実施形態に限定されるものではない。例えば、異なる開示され
た実施形態の異なる部分が新たな実施形態に組み合わせられた実施形態において本発明を
動作させることが可能である。
【００４８】
　開示された実施形態に対する他のバリエーションは、図面、開示及び特許請求の範囲の
研究から、当業者により理解され実施され得る。請求項において、"有する"という用語は
、他の要素又はステップを除外するものではなく、単数表記は、複数を除外するものでは
ない。単一のプロセッサ又は他のユニットは、請求項に記載された幾つかのアイテムの機
能を満たしてもよい。特定の手段が相互に異なる従属請求項に記載されるという単なる事
実は、これらの手段の組み合わせが有利に用いられ得ないことを示すものではない。コン
ピュータプログラムは、他のハードウェアとともに又はその部分として供給された光学格
納媒体又は半導体媒体のような適切な媒体に格納／分配されてもよいが、インターネット
又は他の有線若しくは無線通信システムを介するような、他の形式において分配されても
よい。請求項中の任意の参照符号は本発明を限定するものとして考慮されるべきではない
。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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